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発言の種別

　

１代表質問・ｅ般質ゆ（一括質問一括答弁方式く…・間－答方丞；》※ 選択制

１質問事項． 学校給食の質の向上と無償化の実現をこついて

　　　　　　

１

　

具体的内容

　

憲法では義務教育は無償と調われている。 また、 学校給食は学校教育の

中でも食育の大切な場と位置付けられている。 しかし、 国の責任において給食費の無償

化は実施されておらず、 相次ぐ物価上昇は市民の生活を一層困難にさせている。 学校給

食には、 生きていく根源にある 「食」 の充実とともに負担の軽減も求められる。

　

質問

　

１

　　

憲法２６条の認識について当局の見解を伺う。
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学校給食法第２条の求める７つの目標について伺う。－
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学校給食費の滞納の現状と対応について伺う。ー
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学校給食費の無償化について伺う。

発言の種別
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